
 
 

 

国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る

金
額
等
に
関
す
る
件 

（
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
一
号
） 

改
正 

平
成
二
十
六
年
六
月 

十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
一
号 

同 

二
十
七
年
六
月 

 

九
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 
二
十
九
年
六
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

三
十
年
五
月 

三
十
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

 

令
和 

 
元
年
七
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

 

四
年
六
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 
 

 

四
年
九
月 

十
五
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

 

（
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
金
額
） 

１ 

国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
五
条
の
四

第
四
項
に
規
定
す
る
金
額
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

料
の
記
録
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
五
年
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
。

以
下
「
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
提
供
に
つ
い
て
は
零
と
し
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供

に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

 

一 

記
録
媒
体
の
購
入
に
要
す
る
金
額 

記
録
媒
体
一
点
に
つ
き
九
十
二
円 

 

二 

送
付
に
要
す
る
金
額 

郵
送
に
要
す
る
最
低
の
料
金
に
相
当
す
る
金
額 

 

（
規
程
第
一
条
第
一
号
の
コ
ー
ド
） 

２ 

規
程
第
一
条
第
一
号
の
コ
ー
ド
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日

本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
〇
三
〇
五
で
定

め
る
国
際
標
準
図
書
番
号 

 

二 

日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
三
〇
六
で
定
め
る
国
際
標
準
逐
次
刊
行
物
番
号 

 

三 

国
際
標
準
化
機
構
の
規
格
第
二
六
三
二
四
号
で
定
め
る
デ
ジ
タ
ル
オ
ブ

ジ
ェ
ク
ト
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
ア
ー 

 

（
規
程
第
一
条
第
二
号
の
記
録
方
式
） 

３ 

規
程
第
一
条
第
二
号
の
記
録
方
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

Ｐ
Ｄ
Ｆ
方
式 

 

 

二 

Ｅ
Ｐ
Ｕ
Ｂ
方
式 

 

三 

Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
方
式 

 

（
規
程
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
情
報
） 

４ 

規
程
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

題
名 

 

二 

作
成
者 

 

三 

出
版
者
（
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
公
衆
に
利
用
可
能
と
し
、
又
は
送
信
し

た
者
を
い
う
。
） 

 

四 

出
版
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
公
衆
に
利
用
可
能
と
し
、
又
は
送
信
し

た
日
を
い
う
。
） 

 

五 
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
に
複
数
の
版
が
存
在
す
る
場
合
は
、
版
に
関
す
る
情

報 

 

六 

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
が
規
程
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

は
、
同
号
に
規
定
す
る
コ
ー
ド
の
情
報 



 

七 

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
が
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
プ
ロ
ト
コ

ル
に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
た
場
合
は
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
リ
ソ
ー

ス
ロ
ケ
ー
タ
ー 

 

（
規
程
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
記
録
媒
体
） 

５ 

規
程
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
記
録
媒
体
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四

九
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。 

 

（
規
程
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
記
録
方
式
） 

６ 

規
程
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
記
録
方
式
は
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ

ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
、
Ｘ
〇
六
〇
七
又
は
Ｘ

〇
六
〇
九
で
定
め
る
方
式
と
し
、
記
録
媒
体
へ
の
記
録
を
完
了
し
た
時
に
は
、

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
九
で
定
め
る
フ
ァ
イ
ナ
ラ
イ
ズ
の
処
理
を
行
い
、

追
記
不
可
の
状
態
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
規
程
第
二
条
第
二
項
の
状
態
） 

７ 

規
程
第
二
条
第
二
項
の
状
態
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
、
か
つ
、

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
に
技
術
的
制
限
手
段
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法

そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ

り
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
閲
覧
又
は
記
録
を
制
限
す
る
手
段
で
あ
っ
て
、
オ

ン
ラ
イ
ン
資
料
の
閲
覧
若
し
く
は
記
録
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
機
器
（
以

下
「
閲
覧
等
機
器
」
と
い
う
。
）
が
特
定
の
反
応
を
す
る
信
号
を
オ
ン
ラ

イ
ン
資
料
と
と
も
に
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
若
し
く
は
送
信
す
る
方
式
又

は
閲
覧
等
機
器
が
特
定
の
変
換
を
必
要
と
す
る
よ
う
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を

変
換
し
て
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
若
し
く
は
送
信
す
る
方
式
に
よ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

技
術
的
制
限
手
段
が
付
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
。 

二 

同
一
の
内
容
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
記
録
方
式

の
う
ち
二
以
上
の
記
録
方
式
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
公
衆
に
利

用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
た
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
順
序
に
従
い
、

先
順
位
に
あ
る
一
の
記
録
方
式
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

料
を
提
供
す
る
こ
と
。 

イ 

Ｐ
Ｄ
Ｆ
方
式 

ロ 

Ｅ
Ｐ
Ｕ
Ｂ
方
式
（
閲
覧
等
機
器
の
画
面
に
表
示
さ
れ
る
文
字
、
図
形

等
の
数
、
大
き
さ
、
配
置
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
こ
れ
ら

が
閲
覧
等
機
器
に
応
じ
て
自
動
的
に
変
更
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

ハ 

Ｅ
Ｐ
Ｕ
Ｂ
方
式
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
方
式
以
外
の
記
録
方
式 

三 

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
が
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
が
付
さ
れ
た
状
態
で
公
衆
に
利

用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
た
場
合
は
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
が
付
さ

れ
た
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
。 

四 

同
一
の
内
容
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
が
二
以
上
の
解
像
度
に
よ
り
公
衆
に

利
用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
た
場
合
は
、
最
も
解
像
度
が
高
い
一

の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
。 

五 

一
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
の
全
て
で
構
成
さ
れ
る

も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
全
体
版
資
料
」
と
い
う
。
）
及
び
全
体



版
資
料
の
一
部
分
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
の
い
ず
れ
も
が
公
衆
に
利

用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
た
場
合
は
、
全
体
版
資
料
を
提
供
す
る

こ
と
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
六
年
六
月
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
一
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四

項
に
規
定
す
る
金
額
等
に
関
す
る
件
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十

六
年
六
月
十
八
日
以
後
に
受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
六
月
九
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
一
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四

項
に
規
定
す
る
金
額
等
に
関
す
る
件
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十

七
年
六
月
九
日
以
後
に
受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
二
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四

項
に
規
定
す
る
金
額
等
に
関
す
る
件
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
告
示

の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受

理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
一
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四

項
に
規
定
す
る
金
額
等
に
関
す
る
件
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
告
示

の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受

理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
三
十
年
五
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
二
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四

項
に
規
定
す
る
金
額
等
に
関
す
る
件
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
告
示

の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受

理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則
（
令
和
元
年
七
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
一
号
） 

１ 

本
件
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四

項
に
規
定
す
る
金
額
等
に
関
す
る
件
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
告
示

の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受

理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

附 
則
（
令
和
四
年
六
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
二
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
四
第
四



項
に
規
定
す
る
金
額
等
に
関
す
る
件
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
告
示

の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受

理
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 
則
（
令
和
四
年
九
月
十
五
日
国
立
国
会
図
書
館
告
示
第
三
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


